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令和３年度自動車事故対策費補助金（介護職員等緊急確保事業）公募要領 

 

1. 本補助事業の趣旨 

新型コロナウイルスの流行期にあっても、自動車事故による重度後遺障害者に対しては、

障害福祉サービス事業者が法令上の人員配置基準に沿って行う介護水準を超える手厚い介

護を行うことが必要であります。 

今般、全国的に感染者の増加が懸念される中、自動車事故による重度後遺障害者に対する

介護サービスを提供する障害福祉サービス事業者（居宅介護を提供する事業者、重度訪問介

護を提供する事業者並びに障害者支援施設及びグループホームの運営事業者）においては、

コロナ対策に係る経費の増加が経営を圧迫し、介護人材の適切な配置を行うことが困難とな

り、重度後遺障害者に対して十分な介護を提供できなくなる懸念があるため、介護人材確保

等に係る経費を補助することにより、受入環境の維持・整備を図ることで、自動車事故に

よる重度後遺障害者及びそのご家族が安全・安心に日常生活が送れるよう環境整備を図る

ことを目的としています。 

本補助事業は、令和４年１月１７日（月）から令和４年２月４日（金）までの間、公募

を行いますので、本公募要領を十分ご理解いただいた上でご応募ください。 

 

2. 本補助事業の概要 

（１） 補助金事業名 

介護職員等緊急確保事業 

（２） 予算額 

６億円 

（３） 補助対象事業者 

本補助事業に応募するために必要な要件は、以下のとおりです。 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律

第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第２項に規定する「居宅

介護」を行う事業所、同条第３項に規定する「重度訪問介護」を行う事業所、同

条第 11項に規定する「障害者支援施設」又は同条第 17項に規定する「共同生活

援助」を行う事業所（以下「障害者支援施設等」という。）であること 

② 令和３年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者

（独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有す

る者又は自動車損害賠償保障法施行令（昭和 30 年政令第 286 号）別表第１第２

級以上に該当する者。以下「自動車事故による重度後遺障害者」という。）が入

所していること、又は利用していること。 

③ 事業を効率的かつ確実に実施することができる障害者支援施設等であること。 

④ 次に掲げる要件を満たす障害者支援施設等であること。 
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イ 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める従業

員の員数（以下「人員配置基準」という。）を超えた員数の右欄に掲げる区分

の従業員を置いて事業を行っていること。 

居宅介護 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成

18年厚生労働省令第171号。

以下「指定障害福祉サービス

の事業等基準省令」という。

） 

従業者 

重度訪問介護 指定障害福祉サービスの事業

等基準省令 

従業者 

共同生活援助 指定障害福祉サービスの事業

等基準省令 

世話人 

生活支援員 

障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害者支援

施設等の人員、設備及び運営

に関する基準 

生活支援員 

ロ 看護師を置いていること又は社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律

第 30号）第 48条の３第１項の規定による登録を受けていること若しくは補助

対象となる国の会計年度中に当該登録を受ける具体的な見込みのある者である

こと。 

（４） 補助対象経費 

補助対象経費は、補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行う

ために真に必要な以下に掲げる経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分で

き、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費となります。 

〔具体的な経費の科目〕 

・人材雇用費  ：感染症対策に資する新たな職員の雇用に関する経費の対象とな
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る補助対象事業の範囲は、令和３年１２月２０日から令和４年

３月３１日までの間に新たに雇用した従業者の雇用に係る経

費。 

・求人情報発信費：感染症対策に資する新たな職員を雇用するための求人情報の発

信に要する経費。 

なお、補助対象事業の範囲は以下のとおりとする。 

①大手就職情報サイト（主に学生を対象とした就職情報の提供及び企業の人材確

保等を目的として開設されたサイトで、前年の登録者数がおおむね２５万人以

上のものをいう。）への掲載に係る経費 

②その他求人情報の発信に要する次に掲げる経費（①に係る経費を同時に申請す

る場合に限る。） 

イ）インターネットを活用した情報発信 

ロ）パンフレット等の作成 

ハ）その他求人情報の発信を主目的とした経費で国土交通省が認めるもの 

・職業紹介利用費：感染症対策に資する新たな職員を雇用するための職業紹介の利

用に要する経費。 

なお、補助対象事業の範囲は以下に定める要件を満たすものと

する。 

①職業安定法（昭和 22年法律第 141 号）第 30条第 1項に規定する有料職業紹介

事業者（以下「有料職業紹介事業者」という。）に対して同法第 32条の 3第

1項第 1号又は第 2号の規定に基づく手数料として支払う経費 

②自動車事故対策費補助金交付要綱第 4条の規定に基づく交付申請（以下単に

「交付申請」という。）を行った日から起算して 3箇月前の日より求人情報の

発信を行い、かつ、当該求人情報の発信に係る募集人数に満たない雇用実績と

なっていること 

③令和３年度において本補助金の交付申請（前項に規定する求人情報発信費に係

る申請に限る。）を行っていないこと 

 

（５） 補助対象事業の実施期間 

令和４年３月末日までに事業を完了し、かつ指定する期日までに支払いを完了する

ことが必要となります。補助対象事業の実施期間外に支払われた経費等については、

補助対象とはなりません。 

 

（６） 補助対象事業の補助率及び補助限度額 

補助率及び補助金額は以下のとおりとします。 

１．人材雇用費にあっては、補助率を定額とし、当該年度の予算の範囲内で執行す
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る。  

２．求人情報発信費にあっては、補助率を定額とし、１障害者支援施設等につき 80

万円を補助限度額とする。 

３．職業紹介利用費にあっては、補助率を定額とし、1 障害者支援施設等につき新

たに有料職業紹介事業者を通じて雇用した職員3名を上限に当該職員1名あたり

50万円を補助限度額とする。 

４．前 3号の規定にかかわらず、本補助金の交付状況等により、補助率若しくは補

助限度額の変更又は交付申請の打ち切りを行うことがある。 

 

3. 本補助事業の選定（採択） 

本補助事業は、上記２．（３）を満たす者を選定（採択）します。 

また、選定（採択）に当たって応募者が複数の場合は、以下の順とします。ただし、交

付希望が多数あり、予算の制約の事由により全ての交付希望に添えない場合があります。 

① 令和３年度中に自動車事故による重度後遺障害者が初めて入所及び利用する見込み

がある障害者支援施設等。 

② 既に自動車事故による重度後遺障害者が入所及び利用しているが、令和３年度中に

具体的な新たな入所及び利用の見込みがある障害者支援施設等。 

③ 既に自動車事故による重度後遺障害者が入所及び利用している障害者支援施設等。

この場合、直近の経常収支率等を勘案の上、選定（採択）します。 

なお、必要に応じて電話等によるヒアリングを行うことがありますので、あらかじめご

承知おきください。選定（採択）結果については、後日、書面により通知します。 

 

4. その他留意事項 

（１） 本事業の執行は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法

律第179号）」によるほか、本補助金の交付要綱及び実施要領に定めるところにより

ます。 

（２） 今回の公募による選定（採択）は、審査の結果、選定（採択）された場合に、事業を

開始（着手）することが可能となり、その後、本補助金の交付要綱及び実施要領に基

づく補助金の実績報告手続きを行っていただきます。当省は、提出された実績報告書

の内容を審査した上で、適当と認められるものについて額の確定を行い、事業者に通

知します。 

（３） 補助対象事業に係る経理について、帳簿及び全ての証拠書類を整理し、他の

経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなけ

ればなりません。また、帳簿及び証拠書類は、事業完了後５年間保存しなけ

ればなりません。 

（４） 補助事業終了後、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に
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基づき、国土交通省による立入検査及び会計検査院による実地検査が入るこ

とがあります。 

（５） 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反

する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告等）をした場合には、補

助金の交付決定取消し、補助金の返還命令、不正の内容の公表等を行うこと

があります。 

（６） 事業完了後の実績報告書等の期限内の提出ができない場合には、補助金をお

支払いすることができません。 

（７） 国土交通省に個人情報を提供する場合は、利用者・介護者に対して同意を得るな

ど、施設の個人情報保護方針に基づき対応してください。 

（８） 国土交通省の個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（通則編）」に基づき対応いたします。 

（９） 採否の理由等についてのお問合わせには応じられません。あらかじめご了承

ください。 

 

5. 本補助事業の応募方法・問い合わせ先 

以下の書類１部を募集期間内（令和４年１月１７日（月）～令和４年２月４日（金））

に電子システム（jGrants）によってご提出ください。 

なお、jGrants で申請いただくために「gBizID」が必要となります。IDの取得には 1～

2週間ほど時間を要するため、余裕をもって IDを取得していただきますようお願いしま

す。 

また、「gBizID」の取得方法及び申請の流れ等については下記 URLをご参照ください。 

※ 電子システムによる申請が難しい場合はご相談ください。 

＜URL＞ 

https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

※ jGrants は InternetExplorer より申請いただくとエラーが発生することがござい

ますので、その他のツール（GoogleChrome、firefox など）によりご申請くださ

い。 

 

  【応募に必要な書類】 

① 交付申請書（介護職員等緊急確保事業交付申請書） 

② 応募者等の概要【様式１】、応募者の営む主な事業及びその内容が分かる資料 

（事業者パンフレット、全部事項証明書、会社定款、事業指定通知書など） 

③ 計画・経費所要額調書兼収支計算書【別紙】 

④ 補助対象となる障害者支援施設等における上記２．（３）②で規定する在宅重度

後遺障害者の入居または利用状況がわかる書類 

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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⑤ 当該年度の収支予算書 

⑥ 直近の財務諸表 

⑦ 人材雇用費にあっては以下に掲げる書類 

イ) 職員名簿 

ロ) 介護給付等の算定に係る体制等状況一覧表その他補助対象となる障害者支援

施設等における介護給付費等の算定に係る体制等状況がわかる書類 

ハ) 従業者の勤務の態勢及び勤務形態一覧表その他補助対象となる障害者支援施

設等における従業員の常勤換算方式による員数及び当該障害者支援施設等に

おける人員配置基準を満たすために必要となる従業員の常勤換算方式による

員数を明らかにした書類 

ニ) 補助対象期間中に当該職員の雇用する計画がわかる書類（写） 

ホ) 看護師を置いていることを明らかにした書類又は社会福祉士及び介護福祉士

法第４８条の３第１項の規定による登録を受けていることを証する書類若し

くは補助対象となる国の会計年度中に当該登録を受ける具体的な見込みのあ

る者であることを証する書類 

⑧ 求人情報発信費にあっては、申請内容に係る見積書（写） 

⑨ 職業紹介利用費にあっては以下に掲げる書類 

イ）交付申請を行った日から起算して三箇月前の日より求人情報の発信を行って

いることがわかる書類（写） 

ロ）申請内容に係る見積書（写） 

ハ）職業安定法第 32条の 4第 1項の規定に基づき交付を受けた許可証（写） 

ニ）求人情報の発信を行っているものの当該求人情報の発信に係る募集人数に満

たない雇用実績となっていることを証する自認書 

※１ 必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。 

 

 【応募書類の提出先・問い合わせ先】 

〒100-8918 

東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省自動車局保障制度参事官室 

担当：大橋、北村、大森（介護職員等緊急確保事業） 

ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１（内線４１４１８） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－１６３８ 

E-mail：ohhashi-a28h@mlit.go.jp 

kitamura-n2hu@mlit.go.jp 

ohmori-s2ev@mlit.go.jp 
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